
　

振
替
日
前
に
預
貯
金
残
高
を
確
認
く
だ

さ
い
。

◆
所
得
税
の
確
定
申
告
分

振
替
日　

４
月
22
日
㈪

◆ 

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）
の
確
定
申
告
分

振
替
日　

４
月
24
日
㈬

問 

所
沢
税
務
署
☎
２
９
９
３
‐
９
１
１
１

（
音
声
案
内
に
て
「
０
」
番
を
選
択
）

保
険
料　

１
５
、
０
４
０
円
（
月
額
）

◆
前
納
割
引

　

４
月
初
旬
に
納
付
書
を
郵
送
し
ま
す
。

前
納
用
の
納
付
書
で
期
限
内
に
納
め
る
と

保
険
料
が
割
引
に
な
り
ま
す
。

前 

納
額　

▼
１
年
前
納
…
１
７
７
、
２
８

０
円
（
３
、
２
０
０
円
割
引
き
）
▼
半

年
前
納
…
８
９
、
５
１
０
円
（
７
３
０

円
割
引
き
）

前 

納
期
限　

▼
１
年
・
半
年
前
納
（
４
月

〜
９
月
分
）
…
４
月
30
日
㈫
▼
半
年
前

納
（
10
月
〜
３
月
分
）
…
10
月
31
日
㈭

問 

日
本
年
金
機
構
埼
玉
国
民
年
金
電
話
相

談
セ
ン
タ
ー
☎
２
９
９
５
‐
１
１
６
５

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

お
知ら
せ

平
成
24
年
確
定
申
告
分
の
振
替
納
付
日

国
民
年
金
保
険
料
の
改
定
・
前
納
割
引

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制
度
・

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
児
童
と
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
父
、
母
、
ま
た
は
養
育
者

　

▼
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
▼
父
ま
た
は

母
が
死
亡
し
た
児
童
▼
父
ま
た
は
母
が
一

定
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
▼
そ
の
他
の
理

由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い
児
童

◎
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末
ま

で
が
対
象
で
す
。

対 

象
と
な
る
医
療
費　

保
険
診
療
分
の
自

己
負
担
金
（
高
額
療
養
費
や
付
加
給
付

金
を
除
く
）

◆
児
童
扶
養
手
当

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
ま
で

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父
、
母
、
ま

た
は
養
育
者　

　

▼
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
▼
父
ま
た
は

母
が
死
亡
し
た
児
童
▼
父
ま
た
は
母
が
一

定
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
▼
そ
の
他
の
理

由
で
父
ま
た
は
母
が
い
な
い
児
童

◎
児
童
が
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末
ま

で
が
対
象
で
す
。
ま
た
申
請
者
ま
た
は
児

童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
は
支
給
対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額　

▼
児
童
が
１
人
の
場
合
…
４

１
、
４
３
０
円
（
全
部
支
給
）
ま
た
は

４
１
、
４
２
０
円
〜
９
、
７
８
０
円

（
一
部
支
給
）
▼
児
童
が
２
人
の
場
合

…
５
、
０
０
０
円
を
加
算
▼
児
童
が
３

人
以
上
の
場
合
…
１
人
に
つ
き
３
、
０

０
０
円
を
加
算

◆
特
別
児
童
扶
養
手
当

対 

精
神
ま
た
は
身
体
に
次
の
い
ず
れ
か
の

障
が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
父
、
母
、
ま
た
は
養
育
者

① 

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
、
４
級

の
一
部
ま
た
は
、
重
度
の
内
部
的
疾
患

② 

療
育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ

③ 

精
神
疾
患
、
血
液
疾
患
な
ど
で
、
①
ま

た
は
②
と
同
程
度
の
障
が
い

◎
児
童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

手 

当
月
額　

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
１
級

…
５
０
、
４
０
０
円
▼
特
別
児
童
扶
養

手
当
２
級
…
３
３
、
５
７
０
円

共 

通
事
項

▼
申
請
が
必
要
▼
申
請
者
や

そ
の
配
偶
者
、
お
よ
び
同
居
な
ど
生
計

を
同
じ
く
し
て
い
る
直
系
親
族
、
兄
弟

姉
妹
の
所
得
制
限
有
り
▼
児
童
が
児
童

福
祉
施
設
（
母
子
生
活
支
援
施
設
・
通

園
施
設
な
ど
を
除
く
）
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
場
合
は
対
象
外

問 

▼
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
・
児
童
扶
養
手
当
…
市
役
所
２
階
こ

ど
も
支
援
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
２
４

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
…
同
２
階
こ
ど

も
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
３

◆
重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当

留 

意
事
項　

▼
施
設
入
所
者
、
住
民
税
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
、
特
別
障
害
者
手

当
・
障
害
児
福
祉
手
当
・
経
過
的
福
祉

手
当
の
受
給
者
は
対
象
外
▼
重
度
の
肢

体
不
自
由
お
よ
び
知
的
障
害
が
あ
り
、

人
工
呼
吸
管
理
な
ど
の
医
療
的
ケ
ア
が

必
要
な
超
重
症
心
身
障
害
児
の
方
は
、

手
当
月
額
５
千
円
を
障
害
児
福
祉
手
当

と
あ
わ
せ
て
受
給
可

◆
障
害
児
福
祉
手
当

対 

身
体
ま
た
は
精
神
に
次
の
い
ず
れ
か
の

重
度
心
身
障
害
福
祉
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

支給対象者 手当月額

Ａ

▶身体障害者手帳１
級程度▶療育手帳Ⓐ
▶障害程度が障害児
福祉手当の支給要件
に該当（精神障害者も
含む）

11,500円（65歳
以上新規申請者
は6,500円）

Ｂ
▶身体障害者手帳２
級程度▶療育手帳Ａ・
Ｂ

9,000円（65歳
以上新規申請者
は4,000円）

Ｃ ▶精神保健福祉手帳
１級・２級

5,000円（65歳
以上新規申請者
は対象外）

障
が
い
を
お
持
ち
で
20
歳
未
満
の
方

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
の
一
部
お
よ

び
２
級
の
一
部
、
②
療
育
手
帳
Ⓐ
の
一
部
、

③
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
で
常
時
介
護

が
必
要
、
④
重
度
の
内
部
障
害
お
よ
び
血

液
疾
患
な
ど
で
日
常
生
活
が
極
度
に
制
限

さ
れ
る
状
態

◎
施
設
入
所
者
、
障
害
が
支
給
理
由
の
年

金
受
給
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義

務
者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
対

象
外
で
す
。　

手
当
月
額　

１
４
、
２
８
０
円

◆
特
別
障
害
者
手
当

対 

身
体
ま
た
は
精
神
に
次
の
い
ず
れ
か
の

障
が
い
を
お
持
ち
で
、
常
時
特
別
な
介

護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
方

　

①
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上
の
障
害

を
重
複
、
②
肢
体
不
自
由
に
係
る
障
害
の

一
つ
に
つ
き
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
③

療
育
手
帳
Ⓐ
、
④
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１

級
、
⑤
重
度
の
内
部
障
害
お
よ
び
血
液
疾

患
な
ど
で
日
常
生
活
上
絶
対
安
静

◎
施
設
入
所
者
、
３
カ
月
を
超
え
る
継
続

入
院
者
、
対
象
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務

者
に
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
対
象

外
で
す
。

手
当
月
額　

２
６
、
２
６
０
円

申 

問
市
役
所
１
階
障
害
福
祉
課

　

☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６
へ
直
接

対 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
〜
３
級
▼
療

育
手
帳
Ⓐ
、
Ａ
、
Ｂ
▼
一
定
の
障
が
い
を

お
持
ち
で
、
埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
65
歳
以
上
74
歳

未
満
の
方
、
ま
た
は
75
歳
以
上
で
市
長
の

認
定
を
受
け
た
方

一 
定
の
障
が
い
と
は　

▼
身
体
障
害
者
手

帳
４
級
の
一
部
（
音
声
ま
た
は
言
語
機

能
障
害
、
下
肢
機
能
の
著
し
い
障
害
）
▼

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
１
・
２
級

▼
障
害
基
礎
年
金
１
・
２
級
に
該
当

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

重
度
心
身
障
害
者
児
・
者
の
方
の
医

療
費
（
保
険
診
療
に
か
か
る
一
部
負

担
金
）
を
助
成

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

自
己
負
担
額
の
合
計
額
が
一
定
額
を
超
え

た
場
合
、
そ
の
超
過
分
を
支
給
し
ま
す
。

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
の
支

給
対
象
者
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。

問 

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
…
福
祉
総
務

課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
３

　

 

▼
介
護
保
険
…
介
護
保
険
課
☎
２
９
９

８
‐
９
４
２
０

対 

難
治
性
疾
患
克
服
研
究
事
業
（
臨
床
調

査
研
究
分
野
）
の
対
象
疾
患
（
１
３
０

疾
患
）
お
よ
び
関
節
リ
ウ
マ
チ
を
お
持

ち
の
方

難 

病
と
は　

▼
原
因
不
明
、
治
療
方
法
未

確
立
で
あ
り
、
か
つ
、
後
遺
症
を
残
す

お
そ
れ
が
少
な
く
な
い
疾
病
▼
経
過
が

慢
性
に
わ
た
り
、
単
に
経
済
的
な
問
題

の
み
な
ら
ず
介
護
な
ど
に
著
し
く
人
手

難
病
等
を
お
持
ち
の
方
も
４
月
か
ら
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
で
き
ま
す

を
要
す
る
た
め
に
家
庭
の
負
担
が
重
く
、

ま
た
精
神
的
に
も
負
担
の
大
き
い
疾
病

◆ 

所
沢
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
が
無
料

で
利
用
で
き
ま
す

　

難
病
を
お
持
ち
の
方
は
、
４
月
か
ら
障

が
い
者
の
教
養
文
化
体
育
施
設
で
あ
る
所

沢
サ
ン
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
（
上
安
松
１

２
８
６
‐
７
／
☎
２
９
９
５
‐
１
３
０

１
）
を
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。 

問
障
害
福
祉
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
１
６

　

平
成
24
年
12
月
３
日
に
指
定
し
た
駒
ケ

原
特
別
緑
地
保
全
地
区
（
下
富
駒
ケ
原
地

内
）
の
愛
称
が
「
く
ぬ
ぎ
山
・
駒こ

ま

ケが

原は
ら

の

森
」
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

応
募
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

問
み
ど
り
自
然
課
☎
２
９
９
８
‐
９
３
７
３

駒
ケ
原
特
別
緑
地
保
全
地
区
の

愛
称
が
決
定

夜  間…４月１日㈪・30日㈫、５
月１日㈬午後５時15分～８時
休 日…４月７日㈰午前８時30分
～午後５時15分、４月13日㈯
午前８時30分～午後０時30分
税 の内訳　市税（市・県民税、
固定資産税・都市計画税、軽
自動車税、法人市民税など）、
国民健康保険税

◎電話による納税相談も受け付
けています。

▶ 納付書に記載された納付場所で、
納期限までに納めてください。

問市役所２階収税課
　☎２９９８-９０７３

納税は便利な
口座振替を

ご利用ください。

市税等の夜間・休日納税窓口

対 

要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
な
い

60
歳
以
上
の
方

（
平
成
24
年
度

に
受
講
さ
れ
た

方
を
除
く
）

定 

各
施
設
と
も
25

人
（
抽
選
）

内  

転
倒
予
防
・
筋

力
ア
ッ
プ
の
た

め
の
体
操
、
認

知
症
予
防
の
講

話
、
脳
ト
レ
ゲ

ー
ム
な
ど
（
全

12
回
）

申 

問
４
月
６
日
㈯

ま
で
に
、
各
施

設
へ
電
話
・
Ｆ

Ａ
Ｘ

施設名 開催日時
さやまがおか荘（若狭４‐2478‐４） 
☎２９４９‐１１９２ 
（ＦＡＸでの申し込みはうしぬま荘へ）

５月７日～７月23日の毎週火曜日 
午前９時30分～11時30分

やなせ荘（南永井625‐６） 
☎・5２９４４‐６７７３

５月７日～７月23日の毎週火曜日
午後１時～３時

うしぬま荘（牛沼54） 
☎・5２９９８‐４７４５

５月８日～７月24日の毎週水曜日
午前９時30分～11時30分

とめの里（中新井547） 
☎・5２９４３‐２４９２

５月８日～７月24日の毎週水曜日
午後１時～３時

緑寿荘（緑町３‐16‐７）
 ☎・5２９２８‐８４１５

５月９日～７月25日の毎週木曜日 
午前９時30分～11時30分

さくら荘（山口356） 
☎・5２９２２‐０７１０

５月９日～７月25日の毎週木曜日 
午後１時～３時

あづま荘（久米2263‐１） 
☎・5２９２８‐１４６６

５月10日～７月26日の毎週金曜日
 午前９時30分～11時30分

ところ荘（宮本町１‐２‐35）
☎・5２９２２‐０６８１

５月10日～７月26日の毎週金曜日
 午後１時～３時

〜
脳
と
身
体
の
若
返
り
!！
体
力
ア
ッ
プ
と
認
知
症
予
防
〜

い
き
い
き
健
康

　
　
　
体
操
教
室

【情報館】●特にことわりのないものは４月１日㈪から申し込みを受け付けます。●費用等の記載がないものは無料です。

◆ファックスでの問い合わせを希望する方は、広報課（52994-0706）へファックスしてください。

情報館11　広報  　平成25年４月号


